
消費税の税額の記載欄（拡大）

をご参照ください。

をご参照ください。

適格請求書等保存方式（インボ
イス制度）開始後の計算方法
については、P75をご参照く
ださい。



注5

税込価格の
合計額

領収書等にそ
れぞれ明示し
た消費税額等
の累計額

領収書等にそ
れぞれ明示し
た消費税額等
の累計額

＝課税標準額

＝課税標準額

78

100

62.4

80

　代金領収の都度、領収書等で税込価格とその税込価格に含まれる消

費税額等（注5）の1円未満の端数を税率の異なるごとに区分して処理し

た金額をそれぞれ明示し、その端数処理後の消費税額等の累計額を基

礎として課税標準額に対する消費税額を計算する方法を適用する場合

（1）税込価格を基礎として代金決済を行う場合

①  課税標準額を求める計算方法

－

×＝

②  消費税額を求める計算方法

区分領収した
対価の額の累計額

　代金領収の都度、資産の譲渡等の対価の額を税率の異なるごとに区

分して合計した金額と1円未満の端数を税率の異なるごとに区分して処

理した後の消費税額等とに区分して領収し、その消費税額等の累計額

を基礎として課税標準額に対する消費税額を計算する方法を適用する

場合

（2）税抜価格を基礎として代金決済を行う場合

①  課税標準額を求める計算方法

②  消費税額を求める計算方法

その取引に課される消費税
及び地方消費税の合計額に
相当する金額。

消費税額 （標準税率）又は （軽減税率）

78

100

62.4

80
×＝消費税額 （標準税率）又は （軽減税率）

税率の異なるご
とに区分して端
数処理を行った
後の消費税額等
の累計額

「課税標準額に対する消費税額の計算」に関する経過措置を

適用する場合の端数計算は……

も っ と く わ し く

 

50 消費税のあらまし　10. 端数計算はどのように？

「課税標準額に対する消費税額の計算」に関する経過措置（令和5年9月

30日まで）を適用する場合の端数計算は……


